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平成平成平成平成    

２０２０２０２０年度年度年度年度    

町の予算の説明 

☆☆☆☆主主主主なななな事業内容事業内容事業内容事業内容をををを説明説明説明説明しますしますしますします    

� ６６６６つのつのつのつの基本目標基本目標基本目標基本目標ごとにごとにごとにごとに取取取取りりりり組組組組んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます    
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目標１ 明るく健やかに暮らせる思いやりのあるまちづくり （保健福祉） 

目標Ⅱ 豊かな心を育み生きがいを感じられるまちづくり （教育文化） 

目標Ⅲ いつまでも安心して住み続けられるまちづくり （生活環境） 

目標Ⅳ いこいと安らぎのある機能的なまちづくり （都市基盤） 

目標Ⅴ いきいきとした力があふれる創造的なまちづくり （産業経済） 

目標Ⅵ 住む人の心がかよう健全なまちづくり （地域社会と行財政） 

各特別会計、水道事業 
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  （財源：県支出金 ９，７３５千円） 

乳幼児に対する適切な医療の確保をするため、必要な医療を受けられるようにして乳幼児の保健の

向上及び子育て支援の充実を図ります。 

  
● 乳幼児医療費事業  

    対象：通院と入院 ４歳未満児 

       入院のみ  ４歳以上～小学校入学前 

 

 

 

 

（財源：国県支出金 １０７，５９９千円） 

  児童を養育している方に手当てを支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するととも

に、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として児童手当を支給し

ます。 

 

  対象：小学校６年生までの児童を養育している方で、前年（1月から５月までの月分については 

     前々年）の所得が一定の額未満の方 

 

 

 

 

（財源：県支出金 １，８８４千円） 

  母子・父子家庭等の医療費等の自己負担分の一部を助成します。 

   対  象：１８歳の年度末までの児童をもつ母子家庭の母、父子家庭の父及びその児童（ただし、

所得制限があります。） 

   助成内容：保険適用分のみが対象となります。（一部負担金があります。）  

 

   

目標１ 明るく健やかに暮らせる思いやりのあるまちづくり （保健福祉） 

子育て支援等の施策 

◆◆◆◆乳幼児医療費事業乳幼児医療費事業乳幼児医療費事業乳幼児医療費事業◇◇◇◇                            １９１９１９１９，，，，４７２４７２４７２４７２千円千円千円千円    （こども課）    

◆◆◆◆児童手当支給事業児童手当支給事業児童手当支給事業児童手当支給事業◇◇◇◇                        １４４１４４１４４１４４，，，，７８０７８０７８０７８０千円千円千円千円    （こども課）    

◆◆◆◆母子家庭母子家庭母子家庭母子家庭・・・・父子家庭等医療費等助成事業父子家庭等医療費等助成事業父子家庭等医療費等助成事業父子家庭等医療費等助成事業◇◇◇◇        ３３３３，，，，７６８７６８７６８７６８千円千円千円千円（健康福祉課）    
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  岩橋保育園は昭和５８年４月に開園し、２５年を迎え施設の老朽化が進んでいます。屋上からの

雨漏りを防止するための改修工事を行います。 

 

 

 

 

（財源：国県支出金 ４，０６０千円、利用者負担金 ６３，４９４千円、その他 ２、４１５千円） 

   保育園は､家庭でお子さんを十分に保育できないとき、家庭に代わって保育する児童福祉法に定

める福祉施設です。 町では、岩橋保育園と中央保育園を運営し保育の援助をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆岩橋保育園施設改修工事岩橋保育園施設改修工事岩橋保育園施設改修工事岩橋保育園施設改修工事◇◇◇◇                        ４４４４，，，，６７１６７１６７１６７１千円千円千円千円（こども課）    

新 規 

資料資料資料資料のののの見方見方見方見方    �  目標１ 明るく健やかに暮らせる思いやりのあるまちづくり（保健福祉） 
この目標は総合計画における将来都市像を実現するための６つの基本目

標の一つです 

� これは、H２０年度の新たな事業です 新 規 

� これは、町が独自で行っている事業です 酒々 井町独自 

◆◆◆◆乳幼児医療費事業乳幼児医療費事業乳幼児医療費事業乳幼児医療費事業◇◇◇◇    １９１９１９１９，，，，４７２４７２４７２４７２千円千円千円千円（こども課）    

（財源：県支出金 ９，７３５千円） 

� 波線部分は「乳幼児医療費事業」に係る財

源内訳を記載しています 

� 事業費から財源を控除した額は皆様から納

められている税金や地方交付税等でまかな

われています 

※財源の記載の無いものは全て皆様から納め

られている税金や地方交付税等でまかなわ

れています 

◆◆◆◆中央中央中央中央・・・・岩橋保育園運営事業岩橋保育園運営事業岩橋保育園運営事業岩橋保育園運営事業◇◇◇◇            １８７１８７１８７１８７，，，，５０５５０５５０５５０５千円千円千円千円（こども課）    
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  （財源：県支出金 １３，４３４千円） 

【放課後子ども教室】（４，３３０千円） 

放課後子ども教室は、子どもたちが地域の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを目的に、

放課後の子どもたちの安全で安心な居場所づくりを、地域の方々の協力を得て行う事業です。小学

校の体育館を中心に、余裕教室や校庭などを活用し、様々な体験等を通して児童の健全育成を図り

ます。安全管理員や学習アドバイザーのご協力をいただいています。 

・酒々井小学校・大室台小学校で週１回開設しています。 

 

【放課後児童クラブ】（１６，０４２千円） 

 小学校に就学しているおおむね１０歳未満の子どもで、保護者が就労等により昼間家庭にいない子

どもを対象として、その放課後の時間帯において保護者の代わりに家庭機能の補完しながら「生活」

の場を提供し、遊び、生活を通してその子どもの健全育成を図ります。 

・大室台小学校児童クラブ「大ちゃん学童クラブ」（公設民営） 

・酒々井小学校児童クラブ（公設民営、平成２０年１０月開設予定、開設改修工事等を行います。） 

・昭苑幼稚園「酒々井児童クラブ」（民設民営） 

    

  

 

 

 

 

  （財源：県支出金 １３，４６２千円） 

各医療機関で支払われた重度心身障害者医療費の負担の軽減を図るため、自己負担分を助成 

 します。 

   対象：身体障害者手帳の１級又は２級の所持者、療育手帳のＡの２以上の所持者 

      （一定の所得以上の方は、対象になりません。） 

 

 

 

 

  （財源：国県支出金 ９，６３７千円） 

障害者が地域で地域での生活を支援するため、相談事業、コミュニケーション支援事業、日常生活

用具給付事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、自動車改造費助成事

業、運転免許取得助成事業、職親委託事業など日常生活に密着したサービスを行います。 

対象者：身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児 

 

◆◆◆◆重度心身障害重度心身障害重度心身障害重度心身障害者医療費給付事業者医療費給付事業者医療費給付事業者医療費給付事業◇◇◇◇            ２６２６２６２６，，，，８３０８３０８３０８３０千円千円千円千円    （健康福祉課）    

障害福祉施策 

◆◆◆◆障害者地域生活支援事業障害者地域生活支援事業障害者地域生活支援事業障害者地域生活支援事業◇◇◇◇                    １４１４１４１４，，，，４１１４１１４１１４１１千円千円千円千円    （健康福祉課）    

◆◆◆◆放課後子放課後子放課後子放課後子どもどもどもどもプランプランプランプラン◇◇◇◇                    ２０２０２０２０，，，，３７２３７２３７２３７２千円千円千円千円（こども課）    

新 規 
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（財源：国県支出金 ７８，４１８千円） 

 障害者に介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、補装具費を給付します。 

   対象： 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児 

・ 介護給付費・・・・居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、 

児童デイサービス、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援、 

共同生活介護 

   ・訓練等給付費・・・自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助 

   ・自立支援医療費 

   ・補装具費 

   ・高額障害福祉サービス費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  重度の身体障害者、知的障害者がタクシーを利用する場合、料金の１，０００円を限度に、半額助

成します。 

   対  象：１級又は２級の身体障害者手帳所持者（下肢、体幹、視覚障害者は３級も対象） 

        Ａの２以上の療育手帳保持者 

   割引率等：割引券は年間３０枚。運転手に身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、割引券を渡し

てください。（町に登録したタクシー会社のみ利用できます。） 

 

 

 

 

 

   （財源：県支出金 ２５９千円） 

  ねたきりの身体障害者や重度の知的障害者に福祉手当を支給します。 

    対  象：６月以上ねたきり状態の２０歳以上６５歳未満の身体障害者 

         在宅で常時介護を必要とする２０歳以上で、療育手帳Ａの２以上の知的障害者 

    助成内容：月額８，６５０円を支給します。 

 

◆◆◆◆障害者自立支援給付事業障害者自立支援給付事業障害者自立支援給付事業障害者自立支援給付事業◇◇◇◇            １０５１０５１０５１０５，，，，７８７７８７７８７７８７千円千円千円千円    （健康福祉課）    

◆◆◆◆福祉福祉福祉福祉タクシータクシータクシータクシー事業事業事業事業◇◇◇◇                                    ７５９７５９７５９７５９千円千円千円千円    （健康福祉課）    

◆ ねたきりねたきりねたきりねたきり身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者・・・・重度知的障害者福祉手当支給事業重度知的障害者福祉手当支給事業重度知的障害者福祉手当支給事業重度知的障害者福祉手当支給事業◇◇◇◇                

５１９５１９５１９５１９千円千円千円千円    （健康福祉課）    
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  特定疾患の患者に見舞金を支給します。 

   対   象：千葉県から特定疾患の認定を受け、医療受給者票又は医療受診券を所持している方 

   助成の内容：月額３，０００円（１０月、翌年４月に支給。） 

 

 

 

 

 

 

 

  高齢者を介護する家族などを対象に、介護者の健康づくりなどの知識や技術を身に付けていただく

ために、家族介護者教室を開催します。 

  対 象：家族を介護している方、介護に興味をお持ちの方 

  内 容：介護方法（介護、看護の話、実技）、介護予防、介護者の健康づくり、 

地域包括支援センターの事業紹介 

 

 

 

 

（財源：国県支出金 １，９０８千円） 

  比較的元気な６０歳以上の方を対象に隣保館を会場に、毎週火曜日と金曜日にそれぞれ定員３０名

でデイサービスを行います。 

  対 象：６０歳以上の町内居住者、介護保険の要介護、要支援の状態にない方 

 

 

 

 

  ６５歳以上のひとり暮らし高齢者で、緊急時に連絡する方がいない方に緊急通報装置を貸与します。 

 

 

 

 

  介護保険の要介護４又は５で、住民税非課税世帯の６５歳以上の方、身体障害者、知的障害者に、

１月当たり３０枚の紙おむつを支給します。 

 

 

 

◆◆◆◆特定疾患見舞金支給事業費特定疾患見舞金支給事業費特定疾患見舞金支給事業費特定疾患見舞金支給事業費◇◇◇◇            ３３３３，，，，２４０２４０２４０２４０千円千円千円千円    （健康福祉課）    

◆◆◆◆家族介護者教室開催事業家族介護者教室開催事業家族介護者教室開催事業家族介護者教室開催事業◇◇◇◇                            １６１６１６１６千円千円千円千円    （健康福祉課）    

◆◆◆◆生生生生きがいきがいきがいきがいデイサービスデイサービスデイサービスデイサービス事業事業事業事業◇◇◇◇            ２２２２，，，，５４４５４４５４４５４４千円千円千円千円    （健康福祉課）    

高齢者福祉施策 

◆◆◆◆緊急通報装置貸与事業緊急通報装置貸与事業緊急通報装置貸与事業緊急通報装置貸与事業◇◇◇◇                    ２２２２，，，，５７２５７２５７２５７２千円千円千円千円    （健康福祉課）    

◆◆◆◆紙紙紙紙おむつおむつおむつおむつ支給支給支給支給事業事業事業事業◇◇◇◇                                    ６７３６７３６７３６７３千円千円千円千円    （健康福祉課）    
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  はり・きゅう・マッサージの利用券を交付します。 

   対  象：６５歳以上の方 

   助成内容：利用券１月当たり２枚。（１枚当たり８００円） 

 

 

 

   

  毎年、敬老の日（９月の第３月曜日）に、８８歳の方への顕彰状贈呈式や演芸会を酒々井町社会福

祉協議会と共催で開催します。 

  75歳以上の方には、招待状をお送りします。 

 

 

 

 

 

  ふれ愛タクシー運行に係る円滑な運営を図るため、運営主体である社会福祉協議会に対し、ふれ愛 

タクシー運行事業補助金を交付します。 

 

  利 用 料：町内１回につき３００円（利用券事前購入） 

        町外１回につき５００円 

       （成田赤十字病院、日医大北総病院のみ） 

  利用時間：午前８時から午後５時 

          《詳しくは、酒々井町社会福祉協議会へ 電話 ４９６－６６３５ 》 

《予約は、 ℡ ４８１－６０００ 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆はりはりはりはり・・・・きゅうきゅうきゅうきゅう・・・・マッサージマッサージマッサージマッサージ等施術利用料助成事業等施術利用料助成事業等施術利用料助成事業等施術利用料助成事業◇◇◇◇        

１１１１，，，，３０６３０６３０６３０６千円千円千円千円    （健康福祉課）    

◆◆◆◆老人福祉大会開催事業老人福祉大会開催事業老人福祉大会開催事業老人福祉大会開催事業◇◇◇◇                                ８０４８０４８０４８０４千円千円千円千円    （健康福祉課）    

◆◆◆◆ふれふれふれふれ愛愛愛愛タクシータクシータクシータクシー運行事業補助金運行事業補助金運行事業補助金運行事業補助金◇◇◇◇    １２１２１２１２，，，，１５８１５８１５８１５８千円千円千円千円    （健康福祉課）    

酒々井町独自 
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（財源：県支出金 ３９６千円） 

  福祉活動を行う団体に対して、活動を支援するため助成します。 

  ・民生委員児童委員協議会補助金         ２００千円 

  ・酒々井町更生保護女性会補助金           １４千円 

  ・酒々井町遺族会                 ５２千円 

・酒々井町心身障害者福祉会           １５０千円 

  ・酒々井町手をつなぐ親の会           ５００千円 

  ・酒々井町老人クラブ連合会補助金      １，２００千円 

  ・酒々井町母子寡婦福祉会補助金          ８５千円 

  ・地域コミュニティづくり推進支援事業補助金   ５８１千円 

・蛍雪学園運営補助金              ３００千円 

・酒々井町社会福祉協議会補助金      ３７，３１４千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金 ３，４７１千円） 

  地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンタ

ーとして、生活上の相談事業や人権課題解決のため各種事業を行います。 

・ 地域交流事業：高齢者健康体操教室（月２回） 

フラワーアレンジメント教室（月１回） 

         料理教室（年３回） 

人権ふれあい講座（年１回） 

   ・自主サークル活動：カラオケ同好会、大正琴、ダンス等 

・相 談 事 業：就労に関する情報提供、生活相談 

・特 別 事 業：生きがいデイサービス事業（健康福祉課との連携事業） 

 

 

 

 

隣保館事業 

◆◆◆◆隣保館事業隣保館事業隣保館事業隣保館事業◇◇◇◇                                            ４４４４，，，，９８３９８３９８３９８３千円千円千円千円（人権推進課）    

酒々井町独自 

◆◆◆◆福祉団体等福祉団体等福祉団体等福祉団体等へのへのへのへの助成事業助成事業助成事業助成事業◇◇◇◇        ４０４０４０４０，，，，３９６３９６３９６３９６千円千円千円千円    （健康福祉課）    
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                                  【介護保険特別会計事業】 

 

 

（財源：国県支出金 ２，５２３千円、その他３，３６６千円） 

  高齢になって介護が必要な状態になることを予防するために、高齢者が自ら活動に参加し、地域の

中で介護予防に向けた取り組みが広く積極的に行われるような事業を実施します。  

 

１．生活機能評価（要支援・要介護状態になるおそれの高い高齢者（特定高齢者）の把握のため、 

         生活機能に関する基本チェックリストを含む健康診査を実施します） 

  対  象：６５歳以上の方（介護保険１号被保険者） 

  実施時期：特定健診と同時に実施します。（予定６月、１１月） 

  利 用 料：無料 

２．介護予防事業 

（１）特定高齢者対策 

   介護予防教室として運動器の機能向上プログラム、口腔機能向上・栄養改善プログラムを行いま 

す。 

   対  象：特定高齢者（要支援・要介護状態になるおそれの高い高齢者） 

   実施時期：（運動）１クール３か月（１２回）を５クール実施予定 

        （口腔・栄養）1クール（１０回）を１クール実施予定 

（２）一般高齢者対策 

   対   象：一般高齢者 

   介護予防の普及、啓発を行うとともに、各種の教室を開催し高齢者の介護予防を図ります。 

   ・チャレンジ教室 

    （地域の集会所などを拠点に介護予防活動（運動中心）を行う組織作りを目的に、地域の集会

所などで教室を開催します。１地区６回程度で、２地区を予定）   

   ・地域介護予防活動支援事業 

    （地域で自主的に介護予防に取り組むサークルなどの活動を支援するため、希望するサークル

などに講師の派遣を行います。） 

   ・認知症予防教室 

    （認知症についてや、予防のためにどうしたらよいかなど、ゲームなども取り入れ学びます。） 

 

 

 

 

献血の推進及び広報活動の実施や、町民意識の高揚を図ります。 

   実施月：４月、５月、７月、９月、１１月、平成２１年１月、３月。 

詳しくは広報「ニューシスイ」でお知らせします。 

健康づくり施策 

◆◆◆◆介護予防事業介護予防事業介護予防事業介護予防事業◇◇◇◇                                    ６６６６，，，，７３０７３０７３０７３０千円千円千円千円    （健康福祉課）    

◆◆◆◆献血推進事業献血推進事業献血推進事業献血推進事業◇◇◇◇                                                                （健康福祉課）    
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  夜間及び年末年始の医療、小児初期急病診療サービスを確保します。 

 ◎印旛市郡小児初期急病診療所（０～１５歳まで） 

  日時：毎日（３６５日） 

     月～土曜日 １９時～翌日６時 

     日曜日・祝日 ９時～１７時、１９時～翌日６時 

  場所：佐倉市江原台２－２７ 佐倉市健康管理センター内 

     電話０４３（４８５）３３５５ 

   

  ◎成田市急病診療所 

   診療科目および日時（表１）参照 

   場所：成田市赤坂１－３－１（成田市保健福祉館内） 

      電話０４７６（２７）１１１６ 

   （表１）成田市急病診療所 診療科目および日時 

診療科目 診 療 時 間 診   療   日 

内科・小児科 １９：００～２３：００ 毎日 

外科 １０：００～１７：００ 

１０：００～１７：００ 歯科 

１９：００～２３：００ 

日曜日・祝日 

８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日 

 

 

 

 

 

 

 

  順天堂大学を会場に受講者個々の健康・体力測定を行うとともに、ウォーキングや種々の軽スポー 

ツ実践体験を通して、健康づくりのための運動習慣を身につけるとともに参加者相互のコミュニケー 

ション作りを図ります。 

１．対   象：５０歳以上の町内在住者 

２．会   場：順天堂大学さくらキャンパス 

３．期 間 等：６月・７月・９月の間で全１２回 午前９時３０分～午後１２時 

４．募集人員：３０名程度  

５．講  師：順天堂大学スポーツ健康科学部 土屋 基 教授  

６．内  容：○仲間づくり（レクリエーション）  

       ○ウォーキング・ストレッチ体操・軽体操等の実践指導 

       ○健康チェック（血圧測定、体重、体脂肪測定、ＢＭＩ） 

       ○適正年齢での運動能力・体力テスト及び効果テスト 

◆◆◆◆夜間医療体制等夜間医療体制等夜間医療体制等夜間医療体制等のののの確保確保確保確保◇◇◇◇                    ２２２２，，，，６３２６３２６３２６３２千円千円千円千円    （健康福祉課）    

◆◆◆◆ 健 康健 康健 康健 康 づ く りづ く りづ く りづ く り 講講講講 座座座座 「「「「 ボ デ ィ マ ネ ー ジ メ ン ト ス ク ー ルボ デ ィ マ ネ ー ジ メ ン ト ス ク ー ルボ デ ィ マ ネ ー ジ メ ン ト ス ク ー ルボ デ ィ マ ネ ー ジ メ ン ト ス ク ー ル 」」」」 ◇◇◇◇                                            

５８０５８０５８０５８０千円千円千円千円    （健康福祉課）    

酒々井町独自 
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       ○運動プログラムメニューの具体的実践指導 

       ○順天堂大学の施設を使用し軽スポーツを実践（バドポン、ドッチビーなど） 

       ○対象者個々の評価判定票の配布 

       ○運動実施状況の評価、今後の運動方法の指導・健康相談 

 

 

 

 

 

  町民の健全な食生活の実践を図るため、食育を推進します。 

   ・知識の普及啓発活動 

   ・各家庭教育学級と連携しての食育講習会 

   

 

 

 

 

 

  乳幼児、学童、生徒及び６５歳以上の方等に対して予防接種を行い個人の健康管理を行うとともに 

感染症の流行を防止します。 

 新規事業として、麻しんの流行に対処するため、平成２０年度から平成２４年度の５年間、麻しん・

風しんの２回目の接種を中学１年生と高校３年生を対象に行います。さらに、独自事業として、麻し

ん・風しん未接種対策として乳幼児（２～４歳）と学童・生徒（小学校１年生から高等学校２年生（※

中学１年生を除く））のうち、一度も接種を受けたことのない方を対象に麻しん・風しん予防接種を

行います。 

１．対 象：乳幼児、小学生、中学生、高校生と６５歳以上で希望する方 

２．内 容：下記の対象者に予防接種を実施しています。    

    乳 幼 児：百日せきジフテリア破傷風混合、麻しん風しん混合、ＢＣＧ、ポリオ、日本脳炎 

小学６年生：ジフテリア破傷風混合 

中学１年生：麻しん風しん混合（独自新規） 

高校３年生：麻しん風しん混合（独自新規） 

６５歳以上の方などで希望する方：インフルエンザ 

３．実施場所   

乳幼児：ポリオのみ保健センターにて集団接種・それ以外は各医療機関にて個別接種 

小学６年生・中学１年生：学校での集団接種 

高校３年生・６５歳以上の方で希望する方：各医療機関にて個別接種 

４．料金 

乳幼児、学童は無料。インフルエンザは本人負担額２，０００円。 

 

◆◆◆◆予防接種事業予防接種事業予防接種事業予防接種事業◇◇◇◇                            ２０２０２０２０，，，，７７７７７７７７７７７７千円千円千円千円    （健康福祉課）    

◆◆◆◆食育推進事業食育推進事業食育推進事業食育推進事業◇◇◇◇                                        ２２８２２８２２８２２８千円千円千円千円    （健康福祉課）    

酒々井町独自 新 規 

一部酒々井町独自新規 
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（財源：国県支出金 ５８４千円、 利用者負担金 ２，３７５千円） 

  町民の健康増進事業として保健センターを主な会場に、各種がん検診、健康教室、健康相談、機能

訓練等を行います。各種がん検診は、原則として１人に対して年１回行います。ただし、子宮がん検

診については、原則として２年に１回（隔年で）行います。 

  平成２０年度から特定検診が実施されることに伴い、広く町民を対象にした生活習慣病予防のため

の啓発活動として、糖尿病予防教室、健康と栄養の教室等の開催のほか、新規にメタボリックシンド

ローム予防教室を開催します。 

  新規事業として、小学校５年生を対象とした小児生活習慣病予防健診を主体とし、子どもと保護者

への健康教育を行う「いきいきしすいっ子教室」を開催し、子どもの時からの生活習慣病予防に取り

組みます。 

  がん検診：乳がん検診（視触診、マンモグラフィ）・子宮がん検診・胃がん検診・大腸がん検診・ 

肺がん検診は保健センターを会場に行います。 

  健康手帳：４０歳以上の方に検診の時などに交付します。 

  健康教育：各種教室の開催 

メタボリック予防教室（新規）、糖尿病予防教室、健康と栄養の教室、 

小児生活習慣病予防事業（独自新規）など 

  健康相談：保健センター健康相談（毎週月曜日９：３０～１１：００） 

地区集会所等の健康相談 

   機能訓練：機能訓練を必要とする４０歳～６４歳まで方（保健センターで毎週金曜日午後）  

 

  項     目  対 象  実施時期  申し込み期間・方法  自己負担金 

 乳がん検診（視触診） 30 歳以上  7 月上旬   5 月・電話など    500 円 

   〃   （マンモグラフィ） 40 歳以上  7 月上旬   5 月・電話など   1,000 円 

 子宮がん検診 20 歳以上  7 月上旬   5 月・電話など    500 円 

 胃がん検診 40 歳以上  10 月上旬   ７～８月・電話など    700 円 

 大腸がん検診 40 歳以上  10 月上旬   ７～８月・電話など    300 円 

 結核・肺がん検診 40 歳以上  10 月上旬   ７～８月・電話など    無 料 

 肝炎ウイルス検査  40 歳  未 定     個別通知    無 料 

 骨粗しょう症検診 20 歳以上  １２月    １０月・電話など    無 料 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆健康増進事業健康増進事業健康増進事業健康増進事業◇◇◇◇                            １６１６１６１６，，，，３４５３４５３４５３４５千円千円千円千円    （健康福祉課）    

一部酒々井町独自新規 
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（財源：国庫支出金 ２２０千円） 

  妊婦健診、乳児健診、マタニティクラス、パパママクラス、心理発達相談など様々な母子保健事業

により子育て支援を行います。 

  妊婦健診については、平成２０年度から少子化対策として負担の軽減を図るため２回から５回まで

増やし公費負担の充実を図ります。 

 

事業名 対  象 実施場所 実施期間 費用 内     容 

母子健康手帳の 

交付  
妊婦 保健センター 通年 無料 

手帳の交付時、保健師が

面接し、健康診査の受診勧

奨と保健指導を行います。 

妊婦・乳児一般健康

診査 
妊婦・乳児 

県内の医療 

機関に委託 
通年 無料 

健やかな妊娠出産と乳児

の良好な発育を目的とし

て、健康診査を実施しま

す。                 

母子健康手帳と同時に受

診票を交付します。  

新生児訪問指導 新生児・産婦 町内各家庭 通年 無料 

新生児の発育・栄養・疾病

予防・保育環境等について

助産師等が訪問指導を行

います。 

乳児相談 
４か月の乳児      

１０か月の乳児 
保健センター 年１２回 無料 

乳児の健やかな発育を促

し、保護者の育児不安の軽

減を図るため、身体計測、

個別の相談（保健師、栄養

士）を実施します。 

幼児健康診査   

（１歳６か月・３歳） 

１歳６か月 

の幼児 

３歳児 

保健センター 年６回ずつ 無料 

幼児のよりよい成長発育を

促すとともに、保護者の育

児不安の軽減を図るため、

医師、歯科医師による健康

診査、個別の相談（保健

師・栄養士）を実施します。 

幼児健診事後指導

教室（遊びの教室ど

んぐり） 

幼児とその保護

者 
保健センター 年１２回 無料 

親子の良好な関係づくり、

児の健やかな発育を促す

ため、親子遊びや、家庭で

の養育の助言等を行いま

す。 

◆◆◆◆母子保健事業母子保健事業母子保健事業母子保健事業◇◇◇◇                            １０１０１０１０，，，，７９６７９６７９６７９６千円千円千円千円    （健康福祉課）    
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マタニティクラス 妊婦 保健センター 
１ｺｰｽ 4 回    

年３ｺｰｽ 

テキス

ト代 

２６２

円 

ママパパクラス 妊婦・家族 保健センター 年３回 無料 

妊娠、出産に対する不安を

軽減し、妊婦同士の交流を

図ることを目的として実施し

ます。 

子育て支援事業（ゆ

りかごルーム） 

３歳未満児とそ

の保護者 
保健センター 月３回 無料 

親子の交流の場として、保

健センターの和室を開放し

ています。育児不安の軽

減、親子の関わりを手助け

するため、適宜保健師が、

歌や手遊びを行い、相談に

あたります。 

心理発達相談   

（親子相談） 
幼児と保護者 保健センター 年１２回 無料 

こどもの発達やしつけなど

について、個別の相談を行

い、育児不安の軽減、こど

ものよりよい成長を促しま

す。 

親子ピカピカはみが

き教室 

２～６歳の幼児

と保護者 
保健センター 年１回 無料 

歯科保健の推進を目的に、

歯科健診、健康教育、フッ

素塗布を実施します。 

こんにちは赤ちゃん

事業 
４か月の乳児 町内各家庭 通年 無料 

健康推進員と連携をとり、

生後４か月のお子さんがい

る家庭を訪問し、子育ての

状況を把握しながら、安心

して子育てができるよう、適

切なサービス提供につなげ

ます。 
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（財源：国庫支出金 １７千円） 

健康推進員４２名は、町民と行政のパイプ役として、町内各地で地域の方々を対象に健康の保持増

進に必要な知識の普及活動や健康教室を開催するほか、町が行う各種健康づくり事業への協力を行っ

ています。 

 

自主活動 

   教 室 名 開催時期  対   象  費 用 内       容 

ヘルスサポータ

ー２１講習会 
２月上旬 

一般住民 
材料代 

健康づくりをすすめるための学

習と調理実習 

健康教室 12 月初旬 一般住民 300 円予定 料理講習 

子どもヘルシー

教室 
7 月下旬 

小学 3年以上 
300 円予定 健康の話と調理実習 

はつらつ健康教

室 
年２回程度 

６ ５ 歳 以 上 の  

一般住民 
無料 

高齢者を対象とした健康づくり

教室 

 

 

事業協力 

事 業 名 内                        容 

幼児健診の協力 会場での身体計測・誘導など 

こんにちは赤ちゃ

ん事業への協力 

生後４か月のお子さんのいる家庭を訪問し、子育ての状況を把握しながら、安心

して子育てができるよう保健センターと連携をとり、適切なサービス提供につなげ

ます。 

各種健診受診の

おすすめと協力 
住民検診やがん検診のおすすめ、会場での誘導など 

 

◆◆◆◆健康推進員活動健康推進員活動健康推進員活動健康推進員活動◇◇◇◇                                    ９３５９３５９３５９３５千円千円千円千円    （健康福祉課）    
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（財源：国県支出金 ４，１６５千円） 

  町内在住者で私立幼稚園に幼児を就園させている保護者に対する子育て支援策の一環として、幼稚 

園設置者を通じて保護者に対して私立幼稚園就園奨励費補助金を交付します。 

    

 

 

 

 

老朽化し、耐震性が低い酒々井小学校屋内運動場の改築工事を行います。 

 平成２０年度 屋内運動場の設計、埋蔵文化財調査 

 平成２１年度 屋内運動場建設工事 

 平成２２年度 既存屋内運動場の撤去 

 

 

 

 

 

  明治４１年４月、墨・酒々井・岩橋の三つの小学校を統合して酒々井尋常高等小学校が創設されて

から、平成２０年は１００周年の記念の年を迎えます。 

  １００年の歴史を振り返り、新しい将来に向かうこの時に酒々井小学校創立１００周年記念事業を

開催します。 

 

 

 

 

  小中学校の施設、備品、図書の充実を図ります。 

   酒々井小学校  学習机９１個、椅子９１脚を更新します。   １，０３８千円 

           教材備品、図書の充実を図ります。        ９５０千円 

   大室台小学校  体育館等の遮光カーテンを改修します。    １，７９４千円 

教材備品、図書の充実を図ります。        ９００千円 

   酒々井中学校  楽器、教材備品、図書の充実を図ります。   １，２６０千円 

目標Ⅱ 豊かな心を育み生きがいを感じられるまちづくり （教育文化） 

幼稚園と小・中学校の施策 

◆◆◆◆私立幼稚園就園奨励費補助金私立幼稚園就園奨励費補助金私立幼稚園就園奨励費補助金私立幼稚園就園奨励費補助金◇◇◇◇        １６１６１６１６，，，，６６１６６１６６１６６１千円千円千円千円    （こども課）    

◆◆◆◆酒酒酒酒々々々々井小学校屋内運動場改築事業井小学校屋内運動場改築事業井小学校屋内運動場改築事業井小学校屋内運動場改築事業◇◇◇◇    ３４３４３４３４，，，，７５８７５８７５８７５８千円千円千円千円    （こども課）    

新 規 

◆◆◆◆酒酒酒酒々々々々井小学校創立井小学校創立井小学校創立井小学校創立１００１００１００１００周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業◇◇◇◇    ５００５００５００５００千円千円千円千円    （学校教育課）    

独自新規 

◆◆◆◆小小小小中学校中学校中学校中学校のののの充実充実充実充実◇◇◇◇                ５５５５，，，，９４２９４２９４２９４２千円千円千円千円（こども課、学校教育課）    
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（財源：国県支出金 ４，１５９千円） 

学校図書館の取り組みを支援する「学校図書館支援センター」をプリミエール酒々井に置き、ここ

に配置する学校図書館支援スタッフが学校図書館の運営や相互の連携を支援します。 

また、各学校には学校図書館アシスタントを配置し児童生徒の図書館活用を側面から支え、あわせ

て学校図書館の読書センターとしての機能と学習情報センターとしての機能の充実を図る手だてに

ついて調査研究を行います。 

 

 

 

  小学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の学習活動や学校生活の支援・補助を行うため、 

介助員を配置します。 

 

 

 

 

 

  酒々井小学校の遠距離通学の児童に対して、町ふれ愛タクシーをスクールバスとして委託し、馬橋、 

墨、伊篠、伊篠新田地区児童の交通手段を確保します。 

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金 １，０００千円） 

  教育委員会に適応指導教室「ふれあいルーム」を設置し、不登校児童生徒等を対象にカウンセリン 

グや学習指導、小集団活動等を組織的・計画的に行い、集団適応と学校復帰を支援します。 

 

 

 

 

 

  特色ある教育活動を支援するための指導員を各小中学校に 

配置します。 

 

 

 

◆◆◆◆学校図書館支援事業学校図書館支援事業学校図書館支援事業学校図書館支援事業◇◇◇◇                            ４４４４，，，，１５９１５９１５９１５９千円千円千円千円（学校教育課）    

◆◆◆◆特別支援学級介助員配置事業特別支援学級介助員配置事業特別支援学級介助員配置事業特別支援学級介助員配置事業◇◇◇◇            ２２２２，，，，８５３８５３８５３８５３千円千円千円千円（学校教育課）    

◆◆◆◆スクールバススクールバススクールバススクールバス運行業務委託事業運行業務委託事業運行業務委託事業運行業務委託事業◇◇◇◇        ８８８８，，，，０３０３０３０３４４４４千円千円千円千円（学校教育課）    

◆◆◆◆ふれあいふれあいふれあいふれあい教室運営事業教室運営事業教室運営事業教室運営事業◇◇◇◇                            ２２２２，，，，７６１７６１７６１７６１千円千円千円千円（学校教育課）    

◆◆◆◆小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校スクールサポートスクールサポートスクールサポートスクールサポート事業事業事業事業◇◇◇◇        ３３３３，，，，４９２４９２４９２４９２千円千円千円千円（学校教育課）    

酒々井町独自 

酒々井町独自 

酒々井町独自 
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  経済的理由により、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し就学援助を行います。 

    

 

 

 

 

 

  学習指導要領の趣旨に添い豊かな心を育む、特色ある教育活動を行うため、小・中学校３校に補助

金を交付します。 

（注）ＣＴＳは、Ｃｈｉｌｄ、Ｔｅａｃｈｅｒ、Ｓｃｈｏｏｌ・Ｓｏｃｉｅｔｙの略。 

 

 

 

 

（財源：利用者負担金 ８４，６８９千円、その他１２千円） 

  学校教育における児童・生徒の心身の健全な発達のための食を提供します。さらに、学校給食を通 

して子どもたちに食の理解や地域社会の環境や文化、栄養改善及び健康の増進、社会性や食事のマナ 

ーを身につける等の教育効果を図ります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆要保護要保護要保護要保護・・・・準要保護就学援助費支給事業準要保護就学援助費支給事業準要保護就学援助費支給事業準要保護就学援助費支給事業◇◇◇◇    ８８８８，，，，２５９２５９２５９２５９千円千円千円千円（学校教育課）    

        ◆◆◆◆豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育むむむむ C.T.SC.T.SC.T.SC.T.S プランプランプランプラン事業補助金事業補助金事業補助金事業補助金◇◇◇◇        ６００６００６００６００千円千円千円千円（学校教育課）    

◆◆◆◆学校給食事業学校給食事業学校給食事業学校給食事業◇◇◇◇                                １７５１７５１７５１７５，，，，２２９２２９２２９２２９千円千円千円千円    （給食センター）    

酒々井町独自 
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  関東を代表する戦国時代の城郭として、平成１０年９月１１日に国史跡指定を受けた本佐倉城跡は 

指定１０周年を迎えます。 

城跡では保存と整備のための調査が進んでおり、指定を記念した本佐倉城跡の周知・普及事業とし

て、発掘資料の公開、研究成果の公表、並びに今後の利活用を考える企画として、『（仮）発掘された

本佐倉城跡』をテーマとする記念事業を佐倉市と共催で行います。 

  本佐倉城跡は、今から約５００年前に下総守護千葉氏の居城として築城され、以後百余年、当主九

代が居城して下総の政治・経済・文化の中心として栄えました。城は酒々井町と佐倉市にまたがる面

積約３５万㎡に及び、今なお、複雑に配置された大規模で堅牢な郭、空堀、土塁、櫓台などが明瞭に

残り、戦国の息吹を体感できます。 

今回の企画では本佐倉城跡のこれまでの発掘・研究成果の発表と戦国研究の第一人者による講演会、

城跡及び周辺関連史跡の見学を兼ねたウォーキング等を通して城跡の歴史と文化を理解していただ

きたく、酒々井町民のみならず広く多くの方々に紹介します。 

【【【【主主主主なななな事業内容事業内容事業内容事業内容】】】】 

 ○ 講演会 

これまでの発掘成果の紹介並びに発掘成果の評価・問題点・今後の課題・方向性などを周辺（関

東近隣）の中世城郭の発掘調査例、整備例との比較を通して講評を行います。 

日 時：平成２０年１０月５日（日）午後から 

会 場：プリミエール酒々井 

講 師：未定 

 

○ 史跡ウォーキング（予定） 

   本佐倉城及び周辺関連史跡・社寺などの城下町を見学するウォーキングを郷土研究会等の文化団 

体・ボランティア団体と協働して行います。平成１９年度に行われた「歩き・み・ふれる歴史の道 

ｉｎ酒々井」の後継事業と位置づけ、ウォーキングだけでなく「見る・ふれる」にも重点を置くた 

め、自由歩行とします。 

    日 時：平成２０年１０月２６日（日） 

 

  ※ 詳しい内容等につきましては、後日、町ホームページや広報「ニューシスイ」等でお知らせし

ます。 

    

◆◆◆◆国史跡本佐倉城跡国史跡本佐倉城跡国史跡本佐倉城跡国史跡本佐倉城跡    指定指定指定指定１０１０１０１０周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業◇◇◇◇    

１１１１，，，，００００００００００００千円千円千円千円（社会教育課）    

新 規 酒々井町独自 

国指定史跡 本佐倉城跡の整備 
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（財源：国県支出金 ７，６４２千円） 

史跡本佐倉城跡の保存・活用のための史跡整備事業を行います。 

戦国時代の建物、通路等の規模や位置を把握するための発掘調査（城山郭帯曲輪等）と、現状保存

のための仮設工事（東山虎口斜面）を国庫補助事業として実施します。 

また、周知事業として調査の概要を庁舎、公民館などで展示するほか見学会を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  史跡本佐倉城跡の環境保全や町内外から訪れる多くの見学者のため草刈り、倒木除去、植栽等を管

理組合への委託により実施します。 

 

 

 

 

◆◆◆◆本佐倉城跡整備事業本佐倉城跡整備事業本佐倉城跡整備事業本佐倉城跡整備事業◇◇◇◇                        １１１１１１１１，，，，９３０９３０９３０９３０千円千円千円千円（社会教育課）    

◆◆◆◆史跡本佐倉城跡保全事業史跡本佐倉城跡保全事業史跡本佐倉城跡保全事業史跡本佐倉城跡保全事業◇◇◇◇                        １１１１,,,,２４２２４２２４２２４２千円千円千円千円（社会教育課）    

酒々井町独自 

酒々井町独自 
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  指定文化財は、町の文化歴史を物語る貴重な資料であり、後世に伝えるべき町民の大切な財産であ

ります。 

  そこで、保存修理などが必要な指定文化財に対し、経費の一部を補助します。 

  さらには、指定文化財の普及・周知を推進します。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  １．生涯学習を推進するため、順天堂大学に委託し順天堂大学生涯学習公開講座を開設するととも

に、社会教育関係団体の育成を図ります。 

    <事業>順天堂大学生涯学習公開講座 親子スポーツ教室（一般対象） 

  ２．青少年健全育成を図るため、子ども会への支援を青少年相談員事業と共催して各種事業を開催

します。 

    <事業>（子ども会対象事業） 

球技大会（ドッジボール大会）、体験教室（屋外調理体験、ニュースポーツ体験）、映画会 

    <事業>（青少年相談員事業） 

     スポーツ教室（ニュースポーツ教室）、綱引き大会（スポレク祭）、映画会、伝統文化教室 

（たこ作り教室、たこ上げ大会） 

  ３．成人を祝い、式典・成人者主催による「成人のつどい」を開催します。 

  ４．家庭教育の充実を図るため、家庭教育指導員による家庭教育相談や小学校就学前の保護者、小

中学校の保護者及び義務教育を終了した子供の保護者を対象にそれぞれの家庭教育学級を開設

します。  

    <教室> 

     ローズマリー学級、酒々井小学校家庭教育学級、大室台小学校家庭教育学級、 

酒々井中学校家庭教育学級、なずな学級 

 ５．人権教育を推進するため、人権教育セミナーを開催して人権意識の向上に努めます。 

   <事業>人権セミナーを年間６回開催します。どなたでも参加できます。 

生涯学習の施策 

◆◆◆◆生涯学習推進事業生涯学習推進事業生涯学習推進事業生涯学習推進事業◇◇◇◇                                    ３３３３，，，，３９９３９９３９９３９９千円千円千円千円（社会教育課）    

◆◆◆◆指定指定指定指定文化財保存普及事業文化財保存普及事業文化財保存普及事業文化財保存普及事業◇◇◇◇                        １１１１，，，，６００６００６００６００千円千円千円千円（社会教育課）    

新 規 

酒々井町独自 

文化財整備・普及の施策 



SHISUISHISUISHISUISHISUI 

酒々井の町づくり - 21 - 

 

 

 

  公民館主催事業として各種講座の開催やイベントを行います。詳しくは、５月に回覧します「公

民館だより」でご案内します。 

  <講座> 

１．カレッジコース（３年制の町民大学） 

２．ふるさとガイド養成講座 

３．その他の講座 

（趣味、親子向け、幼児向け、移動公民館他） 

<イベント> 

１．第４３回生涯学習フェスティバル 

２．オータムコンサート 

３．第５回わいわいこどもまつり など 

 

 

 

 

町民の生涯学習を支える知の倉庫として、毎年、図書・ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオなど、蔵書の充実を

図っています。整備した図書などは短時間で検索できるよう、電算データにより管理をしています。 

  また、図書館利用者の状況やニーズを把握するため、平成２０年１月から試行的に開館時間の延長

を行っています。 

   開館時間：火～木、土・日・祝日 ９：３０～１７：００ 

        金曜日        ９：３０～１８：３０ 

 

 

 

 

  いつでも、どこでも、誰でも楽しめ、健康づくりや仲間づくりができる生涯スポーツを推進するた

め、各種スポーツ教室・大会等を開催し、スポーツ・レクリエーションに親しむきっかけづくりの場

を提供します。 

 

１．各種大会 

大  会  名 回 数 開 催 予 定 
第３回町スポーツ・レクリエーション祭  年１回  

生涯スポーツ教室  年２回 ８・９月 

ウォークラリー大会  年１回 ５月 

軽スポーツ教室・大会 年１回 ３月 
印旛郡市スポーツ・レクリエーション祭 年１回 １０月 

ワンデイハイキング  年２回 １１月・３月  

◆◆◆◆公民館主催事業公民館主催事業公民館主催事業公民館主催事業◇◇◇◇                                            ６６６６６６６６３３３３千円千円千円千円（中央公民館）    

◆◆◆◆書籍購入事業書籍購入事業書籍購入事業書籍購入事業◇◇◇◇                        4444，，，，２４７２４７２４７２４７千円千円千円千円（プリミエール酒々井）    

◆◆◆◆社会体育振興事業社会体育振興事業社会体育振興事業社会体育振興事業◇◇◇◇                                ５５５５，，，，６８３６８３６８３６８３千円千円千円千円（社会教育課）    



SHISUISHISUISHISUISHISUI 

酒々井の町づくり - 22 - 

九十九里健康砂浜ウォーキング 年１回 ５月 

歩こう会 年１回 ４月 

テニス大会 年２回 ５月、１０月 
テニススクール 年２回 春・秋 
ソフトテニス大会  年１回 ８月 
町内野球大会  年２回 春・秋 

ソフトボール大会  年１回 ９月     
卓球大会  年２回 春・秋 

バドミントン大会  年１回 ６月 
バドミントンミックス大会  年１回 １１月 
バレーボール大会 年１回 １１月 

バスケットボール大会      年１回 ８月 

町駅伝競走大会  年１回 １月      
郡市民体育大会  年１回 ７月 
印旛駅伝競走大会 年１回 １２月 
町空手道大会  年１回 １２月 
町長杯少年野球大会 年１回 ９月 
町長杯少年サッカー大会 年１回 ３月 

  ※ 郡市民体育大会は酒々井町が主会場となり開催されます。 

 

２．各種教室 

教室名 実施時期 対象者 

剣道教室 通年 小学生以上 

柔道教室 通年 小学生以上 

空手道教室 通年 小学生以上 

サッカー教室 通年 小学生以上 
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  防災週間や火災予防週間を中心に広報活動を実施するなど、町民の防災意識の高揚を図ります。 

 また、消防団については、冬季訓練・中継放水訓練及び出初式等を実施するとともに、印旛支部操法

大会に出場するなど操法技術の向上に努めます。 

１．防災無線事業    ３，１８１千円 

２．防災備蓄品整備事業   ４００千円 

３．消防団活動事業  １２，３６９千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

  河川等の水質検査及び土壌等の環境調査を行います。 

 

 

 

 

  集合狂犬病予防注射を実施するとともに犬の登録、鑑及び注射済書の交付を行います。 

 また、犬による危被害防止対策として看板を交付して設置していただき危被害防止に努めます。 

 

 

 

 

（財源：国県支出金 ３２０千円） 

  印旛沼の水質浄化と健全な印旛沼生態系の保全・再生に務めるため、補助対象区域内に合併浄化槽

を設置する町民に補助金を交付します。 

   

 

目標Ⅲ いつまでも安心して住み続けられるまちづくり （生活環境） 

消防活動 

◆◆◆◆環境調査事業環境調査事業環境調査事業環境調査事業◇◇◇◇                                                ５７８５７８５７８５７８千円千円千円千円（生活環境課）    

◆◆◆◆生活排水対策浄化槽推進事業補助金生活排水対策浄化槽推進事業補助金生活排水対策浄化槽推進事業補助金生活排水対策浄化槽推進事業補助金◇◇◇◇    ４８０４８０４８０４８０千円千円千円千円（生活環境課）    

◆◆◆◆狂犬病予防及狂犬病予防及狂犬病予防及狂犬病予防及びびびび犬犬犬犬のののの取取取取りりりり締締締締まりまりまりまり事業事業事業事業◇◇◇◇        ２６８２６８２６８２６８千円千円千円千円（生活環境課）    

◆◆◆◆消防消防消防消防・・・・防災事業防災事業防災事業防災事業◇◇◇◇                                    １５１５１５１５，，，，９５０９５０９５０９５０千円千円千円千円（総務課）    

環境、ごみ、リサイクル、不法投棄
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  資源回収を行う等団体に対し報償金を、また事業者に対し奨励金を交付し、リサイクルを推 

進します。 

 

 

 

 

（財源：利用者負担金（粗大ごみ処理） １，４２５千円） 

  一般家庭から排出される廃棄物の収集を行います。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ごみ減量化及びリサイクルを推進するため、ペットボトルの回収等を行います。 

 

 

 

 

  生ごみの減量化を図るため、自家処理堆肥化容器購入及び減量器具購入に対して補助金を交付 

します。 

 

 

 

（財源：国県支出金 １２０千円） 

  廃棄物及び残土の不法投棄の監視を行うとともに、不法投棄の処理を行います。また、年１回５月

にゴミゼロ運動を実施します。 

    

◆◆◆◆ゴミゴミゴミゴミのののの減減減減量化事業量化事業量化事業量化事業◇◇◇◇                                ７７７７，，，，０２５０２５０２５０２５千円千円千円千円（生活環境課）    

◆◆◆◆一般廃棄物収集業務一般廃棄物収集業務一般廃棄物収集業務一般廃棄物収集業務◇◇◇◇                        ６０６０６０６０，，，，１５６１５６１５６１５６千円千円千円千円（生活環境課）    

◆◆◆◆ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトル回収事業回収事業回収事業回収事業◇◇◇◇                        ２２２２，，，，１６０１６０１６０１６０千円千円千円千円（生活環境課）    

◆◆◆◆生生生生ごみごみごみごみ減量器具購入費補助金減量器具購入費補助金減量器具購入費補助金減量器具購入費補助金◇◇◇◇                    ４４５４４５４４５４４５千円千円千円千円（生活環境課）    

◆◆◆◆不法投棄防止事業不法投棄防止事業不法投棄防止事業不法投棄防止事業◇◇◇◇                                １１１１，，，，８９３８９３８９３８９３千円千円千円千円（生活環境課）    
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   町では、周辺市町村と一部事務組合を設置し、葬祭、し尿処理、ごみ処理、消防などについて、 

 共同処理を行っています。 

 

 

 

  葬祭組合の管理運営及び建設等に係る負担金 

  構成市町：佐倉市、四街道市、酒々井町 

 

 

 

 

  衛生施設管理組合の管理運営及び建設等に係る負担金 

  構成市町：佐倉市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町 

 

 

 

 

  清掃組合の管理運営及び建設等に係る負担金 

  構成市町：佐倉市、酒々井町 

 

 

 

 

  消防組合の運営及び消防施設建設等に係る負担金 

  構成市町：佐倉市、八街市、酒々井町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域行政 共同処理事業 

◆◆◆◆葬祭組合負担金葬祭組合負担金葬祭組合負担金葬祭組合負担金◇◇◇◇                                ２２２２1111，，，，４４４４４４４４４４４４千円千円千円千円（生活環境課）    

◆◆◆◆印印印印旛衛生施設管理組合負担金旛衛生施設管理組合負担金旛衛生施設管理組合負担金旛衛生施設管理組合負担金◇◇◇◇        ３５３５３５３５，，，，４５０４５０４５０４５０千円千円千円千円（生活環境課）    

◆◆◆◆清掃組合負担金清掃組合負担金清掃組合負担金清掃組合負担金◇◇◇◇                            １０１１０１１０１１０１，，，，０５３０５３０５３０５３千円千円千円千円（生活環境課）    

◆◆◆◆消防組合負担金消防組合負担金消防組合負担金消防組合負担金◇◇◇◇                            ３９９３９９３９９３９９，，，，３２１３２１３２１３２１千円千円千円千円        （総務課）    
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（財源：国県支出金 ６，２１０千円） 

  （仮称）酒々井インターチェンジの早期完成を図るため県と用地事務委託契約を締結し、事業用地

の取得を行います。 

 

 

 

 

 

（財源：国県支出金 １０３，６００千円、地方債 ３７，６００千円） 

（仮称）酒々井インターチェンジへのアクセス道路である墨・七栄線道路整備などに係る設計、用

地取得、道路工事等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  町民と一体となり犯罪の起りにくい環境づくりに積極的に取組み、犯罪を防止・減少させて、地域

の安全安心を取り戻すことを目的とし、町防犯ボランティアなどによる街頭啓発活動を行う拠点を 

ＪＲ酒々井駅東口に設置します。 

 

 

 

 

目標Ⅳ いこいと安らぎのある機能的なまちづくり （都市基盤） 

まちづくり施策 

◆◆◆◆酒酒酒酒々々々々井井井井インターチェンジインターチェンジインターチェンジインターチェンジ整備促進事業整備促進事業整備促進事業整備促進事業◇◇◇◇    ６６６６，，，，２１０２１０２１０２１０千円千円千円千円（まちづくり課）    

◆◆◆◆地域活性化事業地域活性化事業地域活性化事業地域活性化事業◇◇◇◇                            １５４１５４１５４１５４，，，，１６０１６０１６０１６０千円千円千円千円（まちづくり課）    

交通安全、防犯の施策 

◆◆◆◆（（（（仮称仮称仮称仮称））））駅前交番設置事業駅前交番設置事業駅前交番設置事業駅前交番設置事業◇◇◇◇                ３３３３，，，，７５５７５５７５５７５５千円千円千円千円        （総務課）    

酒々井町独自 新 規 
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  各種交通安全施設などの整備と安全を確保するため、歩道の隅きり用地等の購入を行います。 

 

 

 

  町内全域の道路標識、ガードレール、車止めなどの交通安全施設の整備を行います。 

 

 

 

 

  防犯街灯を計画的に設置し、犯罪や交通事故の防止を図り安全な環境を整備します。 

 

 

 

 

 

  町管理及び自治会等管理の防犯街灯の整備及び維持管理を行います。 

 

  ○ 自治会管理防犯街灯補助内容 

     電気料補助    当該年度４月分電気料×１２か月×７０％ 

     修理費補助    申請額×５０％（上限 共架２５，０００円、小柱４０，０００円） 

     新規設置等補助  申請額×５０％（上限 共架２５，０００円、小柱４０，０００円） 

 

 

 

 

（財源：利用者負担金 ３，６７８千円） 

  京成酒々井駅、ＪＲ酒々井駅前及び南酒々井駅前の自転車等駐車場の管理を行います。 

 

 

 

 

（財源：利用者負担金 １３，７８１千円） 

  道路交通の安全性を確保するため、町道の年間を通じた維持管理事業を行います。 

    

 

◆◆◆◆交通安全緊急対策交通安全緊急対策交通安全緊急対策交通安全緊急対策事業事業事業事業◇◇◇◇                        ８８８８，，，，００００００００００００千円千円千円千円（まちづくり課）    

◆◆◆◆防犯街灯整備事業防犯街灯整備事業防犯街灯整備事業防犯街灯整備事業（（（（維持管理維持管理維持管理維持管理））））◇◇◇◇    １６１６１６１６，，，，０３９０３９０３９０３９千円千円千円千円（まちづくり課）    

◆◆◆◆自転車等駐車場管理事業自転車等駐車場管理事業自転車等駐車場管理事業自転車等駐車場管理事業◇◇◇◇                    ３３３３，，，，６７８６７８６７８６７８千円千円千円千円（まちづくり課）    

◆◆◆◆町道維持管理事業町道維持管理事業町道維持管理事業町道維持管理事業◇◇◇◇                            １７１７１７１７，，，，５９６５９６５９６５９６千円千円千円千円（まちづくり課）    

新 規 

◆◆◆◆防犯街灯整備事業防犯街灯整備事業防犯街灯整備事業防犯街灯整備事業◇◇◇◇                                １１１１，，，，００００００００００００千円千円千円千円（まちづくり課）    

◆◆◆◆交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策事業事業事業事業◇◇◇◇                                １１１１，，，，２３３２３３２３３２３３千円千円千円千円（まちづくり課）    
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（財源：利用者負担金 ２，１８７千円） 

  総合公園の施設管理業務を行います。 

・植栽及び施設維持管理等 

 

 

 

 

  街区公園の施設管理業務を行います。 

 

 

 

 

公園の管理 

◆◆◆◆総合公園管理事業総合公園管理事業総合公園管理事業総合公園管理事業◇◇◇◇                        １１１１１１１１，，，，２５３２５３２５３２５３千円千円千円千円（まちづくり課）    

◆◆◆◆街区公園管理事業街区公園管理事業街区公園管理事業街区公園管理事業◇◇◇◇                            ５５５５，，，，３２４３２４３２４３２４千円千円千円千円（まちづくり課）    
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 （財源：ちびっこ天国基金 ２８，１４５千円） 

  安心して、快適に利用できる施設の確保を図ります。平成１９年度に指定管理者制度を導入し、酒々

井町ちびっこ天国を運営しています。 

平成２０年度から健康づくり事業（スタジオプログラム）を運営します。 

   

 

 

 

 

 

 

  秋に開催される、町をあげての大イベント「ふるさとまつり」事業に補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  水稲病虫害防除事業に補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

  農道や農業排水路等の維持管理や整備を実施した農業基盤整備（農道、農業排水路等）に対する償

還を行います。 

 

目標Ⅴ いきいきとした力があふれる創造的なまちづくり （産業経済） 

ちびっこ天国 

◆◆◆◆ちびっこちびっこちびっこちびっこ天国運営事業天国運営事業天国運営事業天国運営事業◇◇◇◇                ２８２８２８２８，，，，１４５１４５１４５１４５千円千円千円千円            （産業課）    

ふるさとまつり 

◆◆◆◆ふるさとまつりふるさとまつりふるさとまつりふるさとまつり実行委員会補助事業実行委員会補助事業実行委員会補助事業実行委員会補助事業◇◇◇◇    ７００７００７００７００千円千円千円千円            （産業課）    

農業の振興施策 

◆◆◆◆植物防疫協会補助金植物防疫協会補助金植物防疫協会補助金植物防疫協会補助金◇◇◇◇                        ２２２２，，，，１００１００１００１００千円千円千円千円            （産業課）    

◆◆◆◆農業基盤整備事業農業基盤整備事業農業基盤整備事業農業基盤整備事業◇◇◇◇                            ３３３３３３３３，，，，６６３６６３６６３６６３千円千円千円千円        （産業課）    

酒々井町独自 
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  印旛沼土地改良施設の老朽化に伴い、施設の修繕に係る費用の一部を補助します。 

 

 

 

 

  水田台帳の整備を行います。また、生産調整協力者に対し補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財源：利用者負担金 ９１千円） 

  生涯生活センターは、家事共同学習室、創作活動室があり農産物の加工など地域の方々の情報交換

の場として利用できます。 

 

 

  

 

  町のふるさと産品であるハーブガーデンの管理、運営、普及事業をハーブガーデン連絡運営協議会

と協働して行います。 

  ガーデンハウスの老朽化と集客力の向上のために施設を改修します。 

   <ハーブガーデン> 

    開園時間：１０：００～１６：００ 

    休園日：毎週月曜日（１２月から３月までガーデンハウスとショップは冬季休園です。） 

    入園料：無料 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆印旛沼土地改良施設修繕補助事業印旛沼土地改良施設修繕補助事業印旛沼土地改良施設修繕補助事業印旛沼土地改良施設修繕補助事業◇◇◇◇    １１１１，，，，３４３３４３３４３３４３千円千円千円千円        （産業課）    

◆◆◆◆生産調整推進生産調整推進生産調整推進生産調整推進対策対策対策対策事業事業事業事業◇◇◇◇                        ４４４４，，，，５０６５０６５０６５０６千円千円千円千円        （産業課）    

◆◆◆◆地域向上対策事業地域向上対策事業地域向上対策事業地域向上対策事業◇◇◇◇                                        ８５１８５１８５１８５１千円千円千円千円        （産業課）    

◆◆◆◆ふるさとふるさとふるさとふるさと産品育成事業産品育成事業産品育成事業産品育成事業◇◇◇◇                        ６６６６，，，，４３２４３２４３２４３２千円千円千円千円        （産業課）    



SHISUISHISUISHISUISHISUI 

酒々井の町づくり - 31 - 

 

 

 

 

 

  商工業の振興を図るため町商工会に対し補助金を交付します。 

 

 

 

 

  顧客の確保及び経営改善を図る事業を行うため町商工会に対し補助金を交付します。 

                      

 

 

 

  中小企業が経営上必要とする事業資金の調達を円滑にするとともに、利子補給し、中小企業の振興

を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  商工会に委託して町の特産品をＪＲ酒々井駅にケースディスプレイを行っています。 

 また、順天堂大学と町民の交流を図るため、毎年６月に開催される「裸まつり」を応援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業・工業の振興施策 

◆◆◆◆商工会事業補助金商工会事業補助金商工会事業補助金商工会事業補助金◇◇◇◇                                ３３３３，，，，８００８００８００８００千円千円千円千円        （産業課）    

◆◆◆◆商業振興推進事業商業振興推進事業商業振興推進事業商業振興推進事業◇◇◇◇                                        ４５０４５０４５０４５０千円千円千円千円        （産業課）    

◆◆◆◆中小中小中小中小企業資金融資制度企業資金融資制度企業資金融資制度企業資金融資制度◇◇◇◇                        ３３３３，，，，０６３０６３０６３０６３千円千円千円千円        （産業課） 

◆◆◆◆観光事業費観光事業費観光事業費観光事業費◇◇◇◇                                                    ５０９５０９５０９５０９千円千円千円千円        （産業課）    
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（財源：利用者負担金 ５，８４０千円、その他２６５千円） 

  コミュニティプラザには、大広間、浴室、多目的ホールがあり、健康増進や憩いの場として町民に

利用されています。（予約申込は１か月前から電話予約可能） 

  利用時間：９：００～２１：００ 

  休館日：年末年始（施設等の点検のため臨時休館があります。） 

  利用料：大広間 １時間当たり ６００円（夜間９００円） 

      会議室 １時間当たり ２００円（夜間３００円） 

      浴室  １１：００～１７：００ １００円（夜間 １５０円） 

      多目的ホール   

          全面利用 １時間当たり １０００円（夜間 １，５００円） 

          半面利用 １時間当たり  ５００円（夜間   ７５０円） 

※ １．夜間料金は、午後５時から利用の場合 

２．町外の方は、料金が異なります。 

◆◆◆◆コミュニティプラザコミュニティプラザコミュニティプラザコミュニティプラザ運営事業運営事業運営事業運営事業◇◇◇◇        １０１０１０１０，，，，３８５３８５３８５３８５千円千円千円千円        （産業課）    
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  今後のまちづくりには、さまざまな団体による町民公益活動の活発化と拡大が求められとともに、

年退職を迎える団塊の世代が持つ知識や能力、経験を地域やまちづくりに活かし、地域のまちづくり

の各分野で参画しやすい環境をつくるための支援を行うことを目的に新しい課を設置します。 

  ○ 情報の提供         行政情報や公益団体に関する情報の提供を行います。 

  ○ 活動、交流の場の提供    交流サロン（役場西庁舎１階）を設置します。 

中央公民館に町民公益活動を推進するための拠点を設置しま

す。 

  ○ 住民公益活動補助金     地域の活性化や地域の課題に取り組む住民活動を支援する助

成制度を創設します。 

  ○ コミュニティ事業      地区集会所等管理費補助金、地区集会所等修繕費補助金の支給

事務（平成１９年度まで福祉課の事務） 

 

 

 

 

  区・自治会など住民自治の振興を図るとともに、行政の円滑な運営と町民福祉の増進を図るために

助成金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

町民に議会活動を周知します。（年４回） 

 

 

目標Ⅵ 住む人の心がかよう健全なまちづくり （地域社会と行財政） 

コミュニティ施策 

町、議会からのお知らせ 

◆◆◆◆議会議会議会議会だよりだよりだよりだより作成事業作成事業作成事業作成事業◇◇◇◇                        1111，，，，０７４０７４０７４０７４千円千円千円千円        （議会事務局）    

◆◆◆◆住民協働課設置住民協働課設置住民協働課設置住民協働課設置◇◇◇◇                            ３３３３，，，，７９１７９１７９１７９１千円千円千円千円（住民協働課）    

新 規 酒々井町独自 

◆◆◆◆自治振興助成事業自治振興助成事業自治振興助成事業自治振興助成事業◇◇◇◇                        ５５５５，，，，９００９００９００９００千円千円千円千円        （経営企画課）    



SHISUISHISUISHISUISHISUI 

酒々井の町づくり - 34 - 

 

 

 

  議会定例会・臨時会ごとに会議録を作成します。 

 

 

 

 

（財源：広告掲載料  ４２０千円） 

  広報ニューしすいは、正確な行政情報の提供や町民参加の各種イベントなどを掲載するため 

毎月１回発行します。 

 

 

 

 

 

 

 

  情報化社会に対応した行政事務を推進するために必要なハードウェア及びソフトウェアの 

適切な運用及び維持管理（ＰＣ６０台の購入）を行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度評価替えに向け、市街化区域内の宅地の評価方法が「その他の宅地評価法」を採用し

ている区域について「市街地宅地評価法」（路線価に基づく評価）にします。 

 

 

 

 

  平成２１年度評価替えに向け、地番図修正と市街化調整区域の宅地に係る画地の認定及び計算業務 

を行います。 

 

 

◆◆◆◆会議録作成事業会議録作成事業会議録作成事業会議録作成事業◇◇◇◇                                1111，，，，０１００１００１００１０千円千円千円千円    （議会事務局）    

◆◆◆◆広報広報広報広報ニューニューニューニューしすいしすいしすいしすい作成事業作成事業作成事業作成事業◇◇◇◇            ４４４４，，，，２７８２７８２７８２７８千円千円千円千円    （経営企画課）    

情報の管理 

◆◆◆◆情報化推進事業情報化推進事業情報化推進事業情報化推進事業◇◇◇◇                            1111５５５５，，，，１２５１２５１２５１２５千円千円千円千円            （総務課）    

税の確保 

◆◆◆◆路線価付設路線価付設路線価付設路線価付設・・・・画地計算画地計算画地計算画地計算（（（（土地評価土地評価土地評価土地評価））））業務業務業務業務◇◇◇◇    ６６６６，，，，７１２７１２７１２７１２千円千円千円千円（税務課）    

◆◆◆◆課税客体調査課税客体調査課税客体調査課税客体調査業務業務業務業務◇◇◇◇                                            ５５５５，，，，６３９６３９６３９６３９千円千円千円千円（税務課）    
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  職員の資質向上を図るため、積極的に各種研修に参加させます。 

・市町村アカデミー研修 

・自治研修センター（旧自治専門校）研修 

・千葉大学観光人材育成講座等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の資質向上 

◆◆◆◆職員研修制度職員研修制度職員研修制度職員研修制度のののの充実充実充実充実◇◇◇◇                            １１１１，，，，４１４４１４４１４４１４千円千円千円千円    （総務課）    
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【国民健康保険特別会計】 

 

 

  （財源：国県支出金 ６９８，１０９千円、その他特定財源６４１，１０３千円） 

 １．保険給付等（２，０４１，７１２千円） 

   相互扶助の精神に基づき、加入者が保険税を公平に拠出することにより、病気、けが、出産及び

死亡による経済的な損失を補うための保険給付などを行います。 

２．保健事業（１４，０４６千円） 

   被保険者の健康増進並びに医療費の適正化を図るため、糖尿病などの生活習慣病の発病や重症化

を予防し、メタボリックシンドロームの該当者などを減少させるため、特定健康診査及び特定保健

指導を実施するとともに、病気の早期発見と早期治療に役立てるため、人間ドック費用の一部を助

成します。 

   ・特定健康診査・特定保健指導  ７，８９０千円（特定保健指導は、健康福祉課が行います。）  

   ・人間ドック費用の助成等    ６，１５６千円 

 

【下水道事業特別会計】 

 

 

（財源：使用料等２８７，９３６千円、国庫支出金 １１，０００千円、地方債 １２，３００千円） 

 １．下水道の整備 ３１，２０７千円 

   下台地区の汚水管整備工事及び本佐倉地区（経胤寺周辺）の測量、調査設計を行います。 

 ２．下水道整備計画の策定 ７，７９６千円  

   印旛沼流域下水道の全体計画と整合した計画を策定します。また、汚水の効率的かつ適正な処理

施設の促進を図るため、県内市町村一斉に汚水処理方法の検証を行います。 

 ３．流域下水道維持管理費負担金 １２１，９４４千円 

                      《詳しくは、上下水道課 ℡ ４９６－７７２５》 

 

【介護保険特別会計】 

 

 

  （財源：国県支出金 ２５６，３７２千円、その他特定財源４３７，００２千円） 

 １．要介護認定事業 

   要支援・要介護の認定申請者に対し、訪問調査及び介護認定審査会での審査判定を行い、要支援・

要介護の認定をします。 

   対象：６５歳以上の方、４０歳以上６４歳以下の方で老化が原因とされる病気（特定疾病）によ

り介護が必要な状態の方 

各特別会計、水道事業 

◆◆◆◆下水道整備事業下水道整備事業下水道整備事業下水道整備事業◇◇◇◇                            ３７３３７３３７３３７３，，，，１２２１２２１２２１２２千円千円千円千円    （上下水道課） 

◆◆◆◆国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計◇◇◇◇            ２２２２，，，，０５５０５５０５５０５５，，，，７５８７５８７５８７５８千円千円千円千円    （住民課） 

◆◆◆◆介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計◇◇◇◇                        ８０６８０６８０６８０６，，，，２９３２９３２９３２９３千円千円千円千円    （健康福祉課） 
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 ２．介護サービス等給付事業 

   要支援・要介護の認定者が訪問介護や通所介護などの介護サービスを利用した際に、原則として

かかった費用の９割を保険給付として支払います。（自己負担は通常１割で別に食事等の負担があ

ります。） 

３．地域包括支援センター運営事業 

 高齢者が住み慣れた自宅や地域で自立した生活が継続できるよう、総合的な相談・支援を行いま

す。 

 

【後期高齢者医療特別会計】 

 

 

  平成２０年度からはじまる７５歳（一定の障害のある方は６５歳）以上を対象とした後期高齢者医

療制度について、千葉県後期高齢者医療広域連合（注１）と連携を図り、被保険者の資格・医療の給

付及び保険料の賦課徴収などが適切に執行できるようにします。 

 

 （注１）千葉県内の５６市町村が共同で組織する団体で、被保険者の認定、保険料の決定、医療の給付な

ど制度の運営全般を行います。市町村が行う事務は、保険料の徴収や各種申請・届出の受付、保険証の

引渡しなどの窓口業務を行います。 

 

【水道事業】 

 

 

  （財源：水道料金 ４６２，９７３千円、負担金 １３，７２５千円、分担金 ４，５６９千円、

留保資金等 １３０，３１１千円） 

水道事業は、独立採算制で経営されており、主な業務は、住民が安心しておいしく飲める水道水を

安定供給するため、水道施設の建設や、維持管理を行っています。                                    

１．給水件数 ８，３０４件    

２．年間総給水量 ２，２７８，０００㎥       

３．一日平均給水量 ６，２４１㎥        

（収益的収支）        

水道事業収益 ４８０，３１１千円 

（水道料金 ４６２，９７３千円 加入負担金 １３，７２５千円 その他 ３，６１３千円） 

水道事業費用 ４３６，０９７千円 

（営業費用 ３５７，２４５千円 企業債利息 ６３，４７２千円 その他 １５，３８０千円） 

１．浄水場運転管理業務  ２５，９０９千円      

２．料金徴収業務     １２，９３７千円      

３．印旛広域水道受水費  ２５，１６７千円      

４．「しすいの水」製造    ２，６１０千円     

  

◆◆◆◆後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計◇◇◇◇                １２６１２６１２６１２６，，，，７５８７５８７５８７５８千円千円千円千円    （住民課） 

◆◆◆◆水道事業水道事業水道事業水道事業◇◇◇◇                                    ６１１６１１６１１６１１，，，，５７８５７８５７８５７８千円千円千円千円    （上下水道課） 
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(資本的収支）        

資本的収入  ５４，５７０千円 

(分担金 ４，５７０千円 その他 ５０，０００千円）      

資本的支出 １７５，４８１千円 

(建設改良費 ９５，６７８千円 企業債償還金 ７７，８０３千円 その他 ２，０００千円） 

１．水道施設整備事業 ７０，８７０千円       

   ①下岩橋地先配水管布設替工事        

    ②酒々井地先配水管布設工事        

   ③取水ポンプ交換工事等        

 

水道事業は、地方公営企業法によって水道施設を使った人から使った程度に応じて水道料金を負担

していただくこと「受益者負担の原則」により独立採算制で運営されています。   

皆様のご家庭まで水を送り届ける営業活動の経費は主に水道料金収入でまかなわれ、配水管の布設

などに要する経費は分担金や自己財源でまかなわれます。前者を収益的収支、後者を資本的収支とし

て経理上区分しています。       

                      《詳しくは、上下水道課 ℡ ４９６－７７２５》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


